
自転車は車の仲間です。
交通ルールを遵守するとともに、

正しい交通マナーを実践し、
安全運転を心がけましょう。
万が一の交通事故に備え、

損害賠償責任保険等に加入
するようにしましょう。

鳥 取 県警 察

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた
方は、約６割が頭部に致命傷を負っています。

平成29年～令和３年全国合計（警察庁）

ヘルメットを着用していない場合の致死
率は、着用時の約２．２倍高くなっています。
（平成29年～令和３年全国合計（警察庁）

ぱとろーくん

自転車安全利用五則
１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認
３ 夜間はライトを点灯
４ 飲酒運転は禁止
５ ヘルメットを着用

約６割‼

交通事故の被害を軽減するためには、
頭部を守ることがとても重要です。


